
 

 

 市民後見人制度について。 

 厚生労働省が令和７年に発表した

調査によると、令和７年における

65歳以上の認知症高齢者の推計人数

は約471.6万人、軽度認知障害の

65歳以上の高齢者の推定人数は約

564.3万人とされています。加え

て、判断能力が不十分な方は、令和

４年の推計で精神障害者が約

614.8万人、知的障害者が約126.8万

人いるそうです。近年の高齢化の進

展に伴い、認知症高齢者の増加は社

会的課題となっており、これに伴っ

て、成年後見制度の需要も一層高ま

ると見込まれています。 

 成年後見制度は、本人の生活や人

権、財産を保護するため、契約や行

政手続等において支援を行う重要な

仕組みであり、その利用拡大は地域

包括ケアの推進に不可欠でありま

す。特に市民が後見人として活動す

る市民後見人制度は、地域に根差し

た支援体制の強化に資する有効な手

段であり、その活用促進が求められ

ています。 

 一方で、成年後見人や、被後見人

は、市税、国民健康保険、障害福

祉、高齢者福祉など、多岐にわたる

手続を各窓口で個別に行う必要があ

り、手続の煩雑さや負担が大きい現

状があります。こうした負担は、市

民後見人の担い手確保や活動継続に

も影響を及ぼしかねないと考えま

す。行政側においても、これらの手

続を個別に受け付けることによる事

務負担は少なくないと思います。 

 そこで、これらの課題を解決する

一歩として、成年後見人等が各種通

知等の送付先変更を一括して登録変

更できる仕組みを導入することが有

効であると考えます。これにより、

市民後見人を含む利用者の負担軽減

と行政事務の効率化の双方が実現で

きるのではないでしょうか。 

 そこで、質問ですが、１点目に、

新居浜市における成年後見制度及び

市民後見人制度の直近３年間の利用

者数と今後の見通しについて伺いま

す。 

 ２点目に、成年後見人等が各種通

知等の送付先変更を一括して登録変

更できる仕組みの導入について、本

市ではどのように課題を認識し、検

討しているのか、伺います。 

 ３点目に、市民後見人制度の活用

促進に向けた市の取組状況と今後の

方針について伺います。 

○副議長（篠原茂） 答弁を求めま

す。久枝福祉部長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

市民後見人制度についてお答えいた

します。 

 まず、成年後見制度及び市民後見

人制度の利用者数と今後の見通しに

ついてでございます。 

 松山家庭裁判所の統計資料により

ますと、本市における成年後見制度

の利用者数は、令和５年10月１日時

点で186人、令和６年８月１日時点

で178人、令和７年８月１日時点で

184人となっており、おおむね横ば

いで推移している状況でございま

す。 

 なお、これらの利用者のうち、市

民後見人が選任されている事例は、

現在のところはございません。 

 今後の見通しにつきましては、認

知症の発症率や判断能力の低下が相

対的に高まる85歳以上の人口が令和

19年にピークを迎える見込みである

ことなどから、成年後見制度の利用

ニーズは当面増加傾向が続くものと

考えております。 

 次に、成年後見人等が送付先変更



 

を一括登録、変更できる仕組みの導

入についてでございます。 

 県内でも既に松山市をはじめ一部

自治体におきまして、成年後見人等

からの届出に基づき、一定の通知の

送付先を一括変更する運用が実施さ

れていると伺っておりますが、各業

務所管部署における法令上の取扱い

や個人情報管理、基幹システムの仕

様等の課題があり、他市の仕組みを

そのまま導入できるものではないと

考えております。 

 今後におきましては、本市の実情

に即し、他市町の取組内容を精査

し、実現の可能性を調査研究してま

いります。 

 次に、市民後見人制度の活用促進

に向けた取組状況と今後の方針につ

いてでございます。 

 市民後見人等の育成、活躍支援

は、国の第二期成年後見制度利用促

進基本計画において優先事項とされ

ており、本市におきましても、県の

助言を踏まえ、社会福祉協議会等の

関係機関と連携し、市民後見人養成

研修を実施する方向で検討している

ところでございます。 

 本市の市長申立て事案等につきま

しては、これまで専門職後見人や法

人後見の活用により一定の対応を図

っておりますが、今後の高齢化の進

展を見据え、将来的な担い手確保の

観点から、県内の研修実施、登録、

受任状況も踏まえつつ、社会福祉協

議会等の関係機関と連携し、市民後

見人の養成及び活用促進に取り組ん

でまいります。 

○副議長（篠原茂） 高塚広義議

員。 

○１９番（高塚広義）（登壇） １

点要望いたします。 

 送付先変更の一括登録制度は、既

にほかの自治体で導入されており、

利用者にとっては手続負担の軽減、

行政にとっては事務の効率化という

双方の利点が考えられます。本市に

おきまして早期導入を前向きに検討

していただくことを要望いたしま

す。 

 また、この仕組みを市民後見人制

度の運用と組み合わせることで、担

い手の負担軽減と活動継続を支え、

地域における成年後見制度の基盤強

化につなげていただくことも強く要

望し、次の質問に移ります。 

 


